
令 和 ５ 年 度  公 園 及 び 児 童 遊 園 等 （ 指 定 管 理 者 ） 監 査 の 結 果 に つ い て  

 

 

地 方 自 治 法 第 199 条 第 9 項 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 監 査 の 結 果 を 公

表 し ま す 。  

令 和 6 年 １ 月 2２ 日  

 

 

東 京 都 北 区 監 査 委 員   佐  藤  明  充  

同           戸  枝  大  幸  

同           青  木  博  子  

 

 

記  

 

１  監 査 日 時 、 監 査 対 象 等  

 

監 査 日 時  

 

 

監 査 対 象  

 

 

場 所  

 

 

指 定 管 理 者  

 

 

所 管 課  

 

 

 

令 和 ５ 年  
12 月 14 日  

（ 木 ）  

9:30 

 

 

 

西 ケ 原 み ん な の 公 園  

 

西 ケ 原 公 園  

 

谷 戸 さ ん さ ん 児 童 遊 園  

 

西 ケ 原  

4-51-62 

西 ケ 原  

4-18-1 

西 ケ 原  

3-59-16 

 

 

 

松 栄 パ ー ク

グ ル ー プ  

 

 

 

道 路 公 園 課  

 

２  監 査 事 項 及 び 範 囲   

令 和 ４ 年 度 及 び 令 和 ５ 年 度 の 監 査 実 施 ま で の 期 間 に お け る 財 務 に 関 す る

事 務 及 び 施 設 の 管 理 状 況 に つ い て 監 査 を 実 施 し た 。  

 

３  監 査 の 主 な 着 眼 点  

（ １ ） 所 管 課  

  ①  事 業 報 告 書 の 点 検 は 適 正 に な さ れ て い る か 。  

  ②  委 託 業 務 履 行 の 状 況 を 正 確 に 把 握 し 、 必 要 な 指 示 を 適 切 に 与 え て い

る か 。  

（ ２ ） 指 定 管 理 者  

  ①  施 設 の 管 理 業 務 は 、 適 切 か つ 効 率 的 に 行 わ れ て い る か 。  

  ②  施 設 の 災 害 対 策 や 防 犯 対 策 は 万 全 か 。  

  ③  区 有 財 産 （ 物 品 等 ） は 、 適 切 に 管 理 さ れ て い る か 。  

  ④  事 業 報 告 書 は 適 正 に 作 成 さ れ て い る か 。(管 理 業 務 の 実 施 状 況 及 び 利

用 状 況 、 料 金 収 入 の 実 績 や 管 理 経 費 の 収 支 状 況 等 ) 



  ⑤  利 用 者 満 足 度 を 把 握 ・ 分 析 し 、 そ の 結 果 を 反 映 さ せ て い る か 。  

  ⑥  料 金 収 入 や 、 施 設 の 管 理 に 関 す る 収 支 に 係 る 会 計 処 理 が 適 正 に 行 わ

れ て い る か 。  

  ⑦  出 納 関 係 帳 簿 の 記 帳 、 保 存 は 適 正 に な さ れ て い る か 。  

  ⑧  領 収 書 類 の 整 理 、 保 存 は 適 正 に な さ れ て い る か 。  

 

４  監 査 結 果  

  指 定 管 理 に 係 る 財 務 に 関 す る 事 務 及 び 施 設 の 管 理 に つ い て は 、 概 ね 適 正

に 行 わ れ て い る と 認 め ら れ た 。  

な お 、 監 査 報 告 書 に 記 載 す る に 至 ら な い 軽 易 な 事 項 に つ い て は 、 指 定 管

理 者 と 所 管 課 に 対 し 口 頭 に よ り 注 意 し た の で 、 速 や か に 対 応 さ れ た い 。  

 


